
第１号議案 

 

業務規程の一部変更について 

 

 

業務規程の一部について、添付のとおり、変更する。 

変更の概要は下記のとおり。 

 

記 

 

１．連系線のマージン又は運用容量拡大分の使用に関する規定の変更 

【該当条文：第１１６条（変更）】 

・本機関は、需給状況を改善するための指示又は要請を実施するに当たっ

て、地内系統の混雑により、連系線の空容量を使用した電気の供給を制

限するときは、連系線（空容量の使用に制限が生じている連系線を除

く。）のマージン又は拡大した運用容量を使用した電気の供給を指示又

は要請できることを規定。 

・２０２５年８月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い

日から施行。 

 

２．その他規定の変更 

【該当条文：第２条、第１２１条、第１２３条の２、第１２５条、 

第１３１条、第１３２条、第１３４条、第１４３条、 

第１４３条の２～第１４３条の５（変更）】 

・連系線の混雑を解消するための措置として定義している「混雑処理」に

ついて、ノンファーム型接続の適用開始により地内系統にも混雑が発生

することを考慮し、一般送配電事業者の供給区域内の流通設備の混雑を

解消するための措置を含む用語として定義を見直し。 

・日本卸電力取引所の取引規程に基づき、「１時間前取引」として定義し

ている用語を「時間前取引」に変更。 

・その他記載の適正化（字句修正等）。 

・２０２５年８月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い

日から施行。 

 

 

以上 



 

 

 

電力広域的運営推進機関 業務規程 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

平成２７年４月１日施行 

令和７年４月１日変更 

 

 

業務規程 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
 

平成２７年４月１日施行 

令和  年  月  日変更 

 

業務規程 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年４月２８日変更 

平成２７年８月３１日変更 

平成２８年４月１日変更 

平成２８年７月１１日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年９月６日変更 

平成３０年４月１日変更 

平成３０年６月２９日変更 

平成３０年１０月１日変更 

平成３１年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年３月３０日変更 

令和２年７月８日変更 

令和２年１０月１日変更 

令和３年４月１日変更 

令和３年４月１６日変更 

令和３年７月１日変更 

令和４年２月１日変更 

令和４年４月１日変更 

令和４年４月１日変更 

令和４年７月５日変更 

令和５年４月１日変更 

令和５年４月３日変更 

令和５年７月１日変更 

令和５年１２月２７日変更 

令和６年４月１日変更 

令和６年４月１０日変更 

令和７年４月１日変更 

 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年４月２８日変更 

平成２７年８月３１日変更 

平成２８年４月１日変更 

平成２８年７月１１日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年９月６日変更 

平成３０年４月１日変更 

平成３０年６月２９日変更 

平成３０年１０月１日変更 

平成３１年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年３月３０日変更 

令和２年７月８日変更 

令和２年１０月１日変更 

令和３年４月１日変更 

令和３年４月１６日変更 

令和３年７月１日変更 

令和４年２月１日変更 

令和４年４月１日変更 

令和４年４月１日変更 

令和４年７月５日変更 

令和５年４月１日変更 

令和５年４月３日変更 

令和５年７月１日変更 

令和５年１２月２７日変更 

令和６年４月１日変更 

令和６年４月１０日変更 

令和７年４月１日変更 

令和７年４月１日変更 

 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（用語） 

第２条 （略） 

２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

一～二十一 （略） 

二十二 「混雑処理」とは、連系線の混雑を解消するための措置をいう。 

二十三～三十七 （略） 

三十八 「１時間前取引」とは、卸電力取引所が運営する実需給の１時間前までの電気の取引をいう。 

 

三十九～四十五 （略） 

（用語） 

第２条 （略） 

２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

一～二十一 （略） 

二十二 「混雑処理」とは、混雑を解消するための措置をいう。 

二十三～三十七 （略） 

三十八 「時間前取引」とは、卸電力取引所が運営する実需給の１時間前までの電気の取引（当該実

需給に係る翌日取引以前の電気の取引を除く。）をいう。 

三十九～四十五 （略） 

（本機関の指示又は要請に基づく場合の連系線の使用） 

第１１６条 （略） 

２ 本機関の指示又は要請に基づく電気の供給については、連系線の空容量から使用し、連系線の空容

量が不足する場合には、本機関は、第１５２条及び第１５３条の規定により、連系線のマージン及び

運用容量拡大分を使用する供給の指示又は要請を行う。ただし、本機関が第１１１条の規定による指

示又は要請を行う場合において、需給ひっ迫一般送配電事業者の供給区域に隣接する連系線に、需給

ひっ迫時その他の緊急的な状況において他の一般送配電事業者たる会員の供給区域から連系線を介

して電気を受給するために備えたマージンが設定されているときは、本機関は、連系線の空容量を使

用する前に、第１５２条の規定に準じて、当該マージンを使用する電気の供給の指示又は要請をする

ことができる。 

（新設） 

（本機関の指示又は要請に基づく場合の連系線の使用） 

第１１６条 （略） 

２ 本機関の指示又は要請に基づく電気の供給については、連系線の空容量から使用し、連系線の空容

量が不足する場合には、本機関は、第１５２条及び第１５３条の規定により、連系線のマージン又は

運用容量拡大分を使用する供給の指示又は要請を行う。ただし、本機関が第１１１条の規定による指

示又は要請を行う場合において、需給ひっ迫一般送配電事業者の供給区域に隣接する連系線に、需給

ひっ迫時その他の緊急的な状況において他の一般送配電事業者たる会員の供給区域から連系線を介

して電気を受給するために備えたマージンが設定されているときは、本機関は、連系線の空容量を使

用する前に、第１５２条の規定に準じて、当該マージンを使用する電気の供給の指示又は要請をする

ことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、本機関が第１１１条の規定による指示又は要請を行う場合において、一

般送配電事業者たる会員への電気の供給に際し、連系線以外の流通設備の混雑の発生により、連系線

の空容量を使用した電気の供給を全部又は一部制限する必要がある場合は、連系線（当該混雑の発生

により空容量の使用に制限が生じている連系線を除く。）のマージン又は運用容量拡大分を使用する

電気の供給の指示又は要請を行うことができる。 

（指示に係る措置を取っていない場合の報告） 

第１２１条 本機関は、法第２８条の４４第１項の規定による指示を受けた会員が、正当な理由なくそ

の指示に係る措置を取っていないと認めるときは、同条第３項の規定により、直ちに、その旨を経済

産業省令で定めるところにより経済産業大臣に報告する。 

（指示に係る措置をとっていない場合の報告） 

第１２１条 本機関は、法第２８条の４４第１項の規定による指示を受けた会員が、正当な理由なく

その指示に係る措置をとっていないと認めるときは、同条第３項の規定により、直ちに、その旨を

経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に報告する。 

（需給状況悪化時等の１時間前取引の取扱い） 

第１２３条の２ 本機関は、電力系統に重大な故障が発生している場合又は需給状況が悪化し若しくは

悪化するおそれがある場合には、１時間前取引の送電可否判定の照会を受け付けないことができる。

ただし、この場合には、本機関は、託送供給契約者、発電契約者及び需要抑制契約者に対して、事前

又は事後速やかにその旨を周知又は説明する。 

（需給状況悪化時等の時間前取引の取扱い） 

第１２３条の２ 本機関は、電力系統に重大な故障が発生している場合又は需給状況が悪化し若しくは

悪化するおそれがある場合には、時間前取引の送電可否判定の照会を受け付けないことができる。た

だし、この場合には、本機関は、託送供給契約者、発電契約者及び需要抑制契約者に対して、事前又

は事後速やかにその旨を周知又は説明する。 

（連系線の管理の原則） 

第１２５条 本機関は、連系線の管理を行うに当たっては、翌日取引又は１時間前取引に基づき、連系

線の容量を割り当てることを原則とする。 

（連系線の管理の原則） 

第１２５条 本機関は、連系線の管理を行うに当たっては、翌日取引又は時間前取引に基づき、連系線

の容量を割り当てることを原則とする。 

（短周期広域周波数調整） 

第１３１条 本機関は、一般送配電事業者たる会員の供給区域の短周期周波数調整に必要な短周期調整

力が不足又は短周期調整力が不足するおそれのある一般送配電事業者たる会員から要請を受けた場

合には、次の各号に掲げる手順にしたがって、短周期広域周波数調整のための利用枠（短周期周波数

（短周期広域周波数調整） 

第１３１条 本機関は、一般送配電事業者たる会員の供給区域の短周期周波数調整に必要な短周期調整

力が不足又は短周期調整力が不足するおそれのある一般送配電事業者たる会員から要請を受けた場

合には、次の各号に掲げる手順に従って、短周期広域周波数調整のための利用枠（短周期周波数調整



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

調整に必要となる連系線の容量及び時間をいう。以下同じ。）を確保する。 

一～五 （略） 

に必要となる連系線の容量及び時間をいう。以下同じ。）を確保する。 

一～五 （略） 

（長周期広域周波数調整） 

第１３２条 本機関は、一般送配電事業者たる会員の供給区域の長周期周波数調整に必要な下げ調整力

が不足又は下げ調整力が不足するおそれのある一般送配電事業者たる会員から要請を受けた場合に

は、次の各号の手順にしたがって、長周期広域周波数調整のための電力量及び時間の調整を行う。 

一～五 （略） 

（長周期広域周波数調整） 

第１３２条 本機関は、一般送配電事業者たる会員の供給区域の長周期周波数調整に必要な下げ調整力

が不足又は下げ調整力が不足するおそれのある一般送配電事業者たる会員から要請を受けた場合に

は、次の各号の手順に従って、長周期広域周波数調整のための電力量及び時間の調整を行う。 

一～五 （略） 

（連系線の計画潮流の管理） 

第１３４条 本機関は、次の各号に定める手順により、連系線の計画潮流の管理を行う。 

一 本機関は、卸電力取引所から、翌日取引及び１時間前取引において約定しようとする取引情報（以

下「取引情報」という。）の通知を受ける。 

二～五 （略） 

（連系線の計画潮流の管理） 

第１３４条 本機関は、次の各号に定める手順に従って、連系線の計画潮流の管理を行う。 

一 本機関は、卸電力取引所から、翌日取引及び時間前取引において約定しようとする取引情報（以

下「取引情報」という。）の通知を受ける。 

二～五 （略） 

（混雑処理） 

第１４３条 本機関は、翌日取引の取引情報に係る容量登録以降に連系線に混雑が発生するときは、計

画潮流について、次の各号に掲げる手順により、混雑処理を行う。 

一 本機関は、第１４３条の２で定める抑制順位により、計画潮流を混雑が発生しない量まで抑制し

てこれを新たな計画潮流と定め、変更する。 

二 本機関は、前号の規定により混雑処理を行った場合には、抑制された計画潮流を有する託送供給

契約者、発電契約者及び需要抑制契約者並びに関連一般送配電事業者に対し、抑制した断面と抑制

量を通知する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本機関は、受給日の前日１２時以降に運用容量の減少に伴う混雑が発生

する場合であっても、電力系統の安定性を確保することができるときは、計画潮流を有する託送供給

契約者、発電契約者又は需要抑制契約者による代替供給力の調達等の調整努力が適切になされている

ことを前提に、混雑処理を行わない。 

（連系線の混雑処理） 

第１４３条 本機関は、翌日取引の取引情報に係る容量登録以降に連系線に混雑が発生するときは、計

画潮流について、次の各号に掲げる手順に従って、連系線の混雑処理を行う。 

一 本機関は、第１４３条の２で定める抑制順位に従って、計画潮流を混雑が発生しない量まで抑制

してこれを新たな計画潮流と定め、変更する。 

二 本機関は、前号の規定により連系線の混雑処理を行った場合には、抑制された計画潮流を有する

託送供給契約者、発電契約者及び需要抑制契約者並びに関連一般送配電事業者に対し、抑制した断

面と抑制量を通知する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本機関は、受給日の前日１２時以降に運用容量の減少に伴い連系線に混

雑が発生する場合であっても、電力系統の安定性を確保することができるときは、計画潮流を有する

託送供給契約者、発電契約者又は需要抑制契約者による代替供給力の調達等の調整努力が適切になさ

れていることを前提に、連系線の混雑処理を行わない。 

（混雑処理における抑制順位） 

第１４３条の２ 本機関は、混雑処理に当たっては、次の各号の順にしたがって、計画潮流を抑制する

ものとする。なお、次の各号に該当する計画潮流が複数存在するときは、当該計画潮流間の抑制順位

は同順位として取り扱う。 

一 翌日取引及び１時間前取引に係る計画潮流 

二 （略） 

２ 同じ抑制順位の計画潮流の抑制量は、混雑の発生を回避するために必要な抑制量の合計値を抑制前

の計画潮流の値に応じて按分した値とする。なお、抑制量の算出に当たっては、１キロワット未満を

切り上げるものとする。 

（連系線の混雑処理における抑制順位） 

第１４３条の２ 本機関は、連系線の混雑処理に当たっては、次の各号の順に従って、計画潮流を抑制

するものとする。なお、次の各号に該当する計画潮流が複数存在するときは、当該計画潮流間の抑制

順位は同順位として取り扱う。 

一 翌日取引及び時間前取引に係る計画潮流 

二 （略） 

２ 同じ抑制順位の計画潮流の抑制量は、連系線の混雑の発生を回避するために必要な抑制量の合計値

を抑制前の計画潮流の値に応じて按分した値とする。なお、抑制量の算出に当たっては、１キロワッ

ト未満を切り上げるものとする。 

（複数の連系線において同時に混雑が発生した場合の混雑処理） 

第１４３条の３ 本機関は、混雑処理において、複数の連系線で同時に混雑が発生し、当該複数の連系

線を利用する計画潮流を抑制する必要がある場合には、混雑が発生した連系線ごとに前条の規定によ

り算出した抑制量のうち、最大値に相当する電力を当該計画潮流の抑制量とする。 

（複数の連系線において同時に混雑が発生した場合の混雑処理） 

第１４３条の３ 本機関は、連系線の混雑処理において、複数の連系線で同時に混雑が発生し、当該複

数の連系線を利用する計画潮流を抑制する必要がある場合には、混雑が発生した連系線ごとに前条の

規定により算出した抑制量のうち、最大値に相当する電力を当該計画潮流の抑制量とする。 

（緊急時の混雑処理方法） 

第１４３条の４ 本機関は、第１２７条の規定による運用容量の見直しにより連系線の運用容量が減少

し、連系線に混雑が発生した場合において、緊急の混雑処理が必要と認めるときは、第１４３条の２

（緊急時の連系線の混雑処理方法） 

第１４３条の４ 本機関は、第１２７条の規定による運用容量の見直しにより連系線の運用容量が減少

し、連系線に混雑が発生した場合において、緊急に連系線の混雑処理が必要と認めるときは、第１４



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

に定める抑制順位によらずに抑制効果が大きい計画潮流を抑制することができる（以下「緊急抑制」

という。）。ただし、緊急抑制後は、速やかに混雑処理を行い、緊急抑制を終了する。 

３条の２に定める抑制順位によらずに抑制効果が大きい計画潮流を抑制することができる（以下「緊

急抑制」という。）。ただし、緊急抑制後は、速やかに連系線の混雑処理を行い、緊急抑制を終了する。 

（混雑処理の対象外とする計画潮流等） 

第１４３条の５ 第１４３条第１項の規定にかかわらず、本機関は、次の各号に掲げる計画潮流を混雑

処理の対象としない。 

一・二 （略） 

（連系線の混雑処理の対象外とする計画潮流等） 

第１４３条の５ 第１４３条第１項の規定にかかわらず、本機関は、次の各号に掲げる計画潮流を連系

線の混雑処理の対象としない。 

一・二 （略） 

 

附則（令和 年 月 日） 

 

（施行期日） 

 本規定は、令和７年８月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 
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